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1.  概要  

高浜発電所３号炉及び４号炉においては、蒸気発生器の取替えに伴

い、「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準

に関する規則」（以下「設置許可基準規則」という。）等に従い、重大

事故に至るおそれがある事故及び重大事故（以下「重大事故等」とい

う。）に対する対策の有効性を確認しており、本資料は、その有効性評

価についてまとめたものである。  
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第三十七条 重大事故等の拡大の防止等  

１  発電用原子炉施設は、重大事故に至るおそれがある事故が発生した

場合において、炉心の著しい損傷を防止するために必要な措置を講

じたものでなければならない。  

４  発電用原子炉施設は、重大事故に至るおそれがある事故が発生した

場合において、運転停止中における発電用原子炉内の燃料体（以下

「運転停止中原子炉内燃料体」という。）の著しい損傷を防止するた

めに必要な措置を講じたものでなければならない。  

 

適合のための設計方針  

第１項について  

重大事故に至るおそれがある事故が発生した場合において、想定

した事故シーケンスグループに対して、炉心の著しい損傷を防止す

るために必要な措置を講じる設計とする。  

 

第４項について  

重大事故に至るおそれがある事故が発生した場合において、想定

した運転停止中事故シーケンスグループに対して、運転停止中にお

ける原子炉内の燃料体の著しい損傷を防止するために必要な措置を

講じる設計とする。  
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2.  蒸気発生器取替えに伴う重大事故等対策の有効性評価への影響につ

いて  

2.1 重大事故等対策の有効性評価の解析条件への影響について  

既許可の有効性評価に用いた解析条件については、１７×１７型

３ループプラントの標準的な設計情報に基づく値（標準値）をベー

スとしている。このうち、標準値と個別プラントの設備仕様の差異

が、解析結果に有意な影響を与えると予想される場合には、個別プ

ラントの設計値等を適用する方針としている。  

既許可の有効性評価における解析条件のうち、 SG 関連データに

ついては、SG のプラント毎の設備仕様の差異を踏まえ、標準値の方

が保守側または影響が小さいと判断したことから、標準値（ 52F 型）

を使用している  

SG 設備仕様 ※ と SG 関連データの関係を第 2.1 図に示す。 SG の

設備仕様は、 SG 関連データが有効性評価へ与える影響を考察する

ことで、その影響を考察することができる。  

 

※ 高浜３号及び４号炉の重大事故等対策の有効性評価に用いた

一般データ 14 項目を含む  
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本頁追加 

 

 

第 2.1 図 SG 設備仕様と SG 関連データの関係  

枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。  
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今回の SGR による有効性評価の SG 関連データへの影響を第 2.1

表に示す。  

 

第 2.1 表 SGR による有効性評価の解析条件への影響  

SG 関連データ  
取替前  
設計値  

（ 51F 型）  

取替後  
設計値  

（ 54FⅡ型）  

既許可  
標準値  

（ 52F 型）  

伝熱性能  
(Wt/℃ )  注 １  

   

SG１次側圧力損

失  
(MPa)  注 ２  

   

１次冷却材保有水

量 (m3)   
256 264 264 

SG２次側保有水

量  
(ton/基 )   

50 51 48 

主給水管の  
最小流路断面積

（ m2）  

有効性評価においては、重要事故シーケンス

等に「主給水管破断」事象を選定した事象は

ないため、解析条件ではない。  

注 1： 51F 型 と 52F 型 及 び 54FⅡ 型 で は 伝 熱 管 材 料 が 異 な る も の の 、 伝 熱 性 能 が 変 わ ら

な い 設 計 と し て い る 。  
注 2： 51F 型 、 52F 型 及 び 54FⅡ 型 の SG１ 次 側 圧 力 損 失 に 影 響 を 及 ぼ す 設 計 の 違 い と し

て 、 管 台 内 面 の テ ー パ 角 、 伝 熱 管 本 数 及 び 直 管 長 が あ る も の の 、 い ず れ も １ 次 側

圧 力 損 失 へ の 影 響 は 小 さ く 、 SG１ 次 側 圧 力 損 失 は 約      で 同 等 で あ る 。  

 

SGR 後の SG 関連データでは、 SG２次側保有水量を除き、他の

SG 関連データは標準値と同等となっており、これらは有効性評価

へ影響を与えない。  

SG２次側保有水量が有効性評価に与える影響について検討した

結果を第 2.2 表に示す。SG２次側保有水量は標準値の方が保守側ま

たは影響が小さいことから、SGR に伴い解析条件を変更する必要は

ないため、有効性評価の解析条件への影響はない。   

枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。  
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本頁追加 

第 2.2 表 SG２次側保有水量の及ぼす影響について（ 1/2）  

事象  影響  

重大事故に

至るおそれ

がある事故  

２ 次 冷 却 系 か ら の

除熱機能喪失  

２次側保有水量の増加は２次側除熱能力の向上につながり、１次冷却材温度及び圧力

の上昇が緩やかとなることから、フィードアンドブリード時における加圧器逃がし弁

からの放出量が減少し、炉心注水量が増加する。このため、１次系保有水量の低下が

抑制されることで、余裕は大きくなる。  
全 交 流 動 力 電 源 喪

失（ RCP シール LOCA

が発生する場合）  

２次側保有水量の増加は２次側除熱能力の向上につながり、１次冷却材温度及び圧力

の低下を早め、１次系保有水量の低下が抑制されることで、余裕は大きくなる。  

全 交 流 動 力 電 源 喪

失（ RCP シール LOCA

が発生しない場合） 

同上  

原 子 炉 格 納 容 器 の

除熱機能喪失  

２次側保有水量の増加は２次側除熱能力の向上につながり、１次系の減温、減圧効果

が大きくなり、原子炉格納容器内へ放出されるエネルギーが小さくなることで、原子

炉格納容器圧力及び温度の上昇が抑制される。このため、余裕は大きくなる。  
原 子 炉 停 止 機 能 喪

失  
２ 次 側 保 有 水 量 の 増 加 は ２ 次 系 除 熱 の 効 果 が 長 く な り 、 １ 次 冷 却 材 圧 力 の 上 昇 が 抑 制

されることから、余裕は大きくなる。  

ECCS 注 水 機 能 喪

失  

２次側保有水量の増加は２次側除熱能力の向上につながり、１次冷却材温度及び圧力

の低下を早め、１次系からの漏えい流量が少なくなるとともに、蓄圧注入、低圧注入

の開始が早くなる。このため、１次系保有水量の低下が抑制され、余裕は大きくな

る。  
ECCS 再 循 環 機 能

喪失  
本評価事故シーケンスは大破断ＬＯＣＡを想定しており、２次系からの冷却効果はわ

ずかであることから、与える影響は小さい。  
イ ン タ ー フ ェ イ ス

システム LOCA 
２次側保有水量の増加は２次側除熱能力の向上につながり、余裕は大きくなる。  

SGTR＋破損 SG 隔

離失敗  
２次側保有水量の増加は２次側除熱能力の向上につながり、余裕は大きくなる。  
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本頁追加 

第 2.2 表 SG２次側保有水量の及ぼす影響について（ 2/2）  

事象  影響  

重大事故  

格納容器過圧破損  
本評価事故シーケンスは大破断ＬＯＣＡを想定しており、２次系からの冷却効果は

わずかであることから、与える影響は小さい。  

格納容器過温破損  
２次側保有水量の増加に伴う 2 次側除熱能力向上により、原子炉格納容器への放出

エネルギーが小さくなり、原子炉格納容器圧力及び温度上昇が緩和されることか

ら、余裕は大きくなる。  
高 圧 溶 融 物 放 出 ／

格 納 容 器 雰 囲 気 直

接加熱  

２次側保有水量の増加に伴う 2 次側除熱能力向上により事象進展が遅くなる。した

がって、原子炉容器破損時点の１次冷却材圧力は低くなることから、余裕は大きく

なる。  
原 子 炉 圧 力 容 器 外

の 溶 融 燃 料 － 冷 却

材相互作用  本評価事故シーケンスは大破断ＬＯＣＡを想定しており、２次系からの冷却効果は

わずかであることから、与える影響は小さい。  水素燃焼  
溶融炉心・コンクリ

ート相互作用  
使用済燃料

ピットにお

ける重大事

故に至るお

それがある

事故  

想定事故１  

SG は関係しないため、影響は与えない。  

想定事故２  

運転停止中

の原子炉に

おける重大

事故に至る

おそれがあ

る事故  

崩 壊 熱 除 去 機 能 喪

失  

SG２次側を解析条件に設定しないため、影響は与えない。  
全 交 流 動 力 電 源 喪

失  
原 子 炉 冷 却 材 の 流

出  
反応度の誤投入  
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なお、有効性評価のうち「反応度の誤投入」事象については、重

要事故シーケンスが「原子炉起動時に、化学体積制御系の弁の誤作

動等により原子炉へ純水が流入する事故」であり、運転時の異常な

過渡変化の「原子炉冷却材中のほう素の異常な希釈」事象と同じ評

価となる。そのため、既許可においては、標準値ではなく個別プラ

ントの値を用いた「原子炉冷却材中のほう素の異常な希釈」事象と

同じ結果を記載している。  

したがって、本申請において「原子炉冷却材中のほう素の異常な

希釈」事象を変更申請対象としていることを踏まえ、「反応度の誤投

入」事象も合わせて変更を行っている。評価結果を第 2.3 表に示す

が、警報発信から臨界までの時間は SGR 前後で変わりはなく、結果

として影響はない。  

 

第 2.3 表 評価結果  

 

 取替前  取替後  判断基準  

「中性子源領域  

炉停止時中性子束高」 

警報発信  

事象発生の  

約 51 分後  

事象発生の  

約 53 分後  
－  

臨界到達  
警報発信の  

約 12 分後  

警報発信の  

約 12 分後  
≧ 10 分＋ 25 秒  
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2.2 必要な資源の評価への影響  

既許可の有効性評価における資源評価については、資源評価に影響

する設備仕様がプラント毎で異なるため、その差異が評価に有意な影

響を与えうることから、個別プラントの設計値を用いて評価している。 

今回の SGR においては、 SGR に伴う設備仕様の変更による資源評

価への影響を、個別プラントの設計値を用いて確認した。  
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(1)  水源への影響  

SGR に伴う SG2 次側体積の増加により、１次冷却材系統を出力運

転状態から冷却維持状態まで冷却するために必要な補給水量（崩壊熱

除去以外に必要な補給水量）が増加するため、復水タンクを水源とす

る蒸気発生器への注水による２次冷却系冷却を行う場合の復水タン

ク枯渇までの時間が短くなる。今回の SGR による復水タンク枯渇時

間への影響を第 2.4 表に示す。  

復水タンクを水源とする蒸気発生器への注水による２次冷却系冷

却を行う事故シーケンスグループは、「全交流動力電源喪失」、「原子炉

補機冷却機能喪失」、「原子炉停止機能喪失」及び「格納容器バイパス」

であるが、いずれの事故シーケンスグループにおいても、復水タンク

が枯渇する前に復水タンクへの補給を行うことができるため、有効性

評価への影響はない。第 2.2 図にタイムチャートの一例を示す。  

第 2.2 図に示す通り、送水車による復水タンクへの補給は約 7.5 時

間後から可能であり、復水タンク枯渇時間の約 11.7 時間に対して、そ

の裕度は約 4 時間である。  

 

今回 SGR により復水タンクの枯渇時間が早くなるものの、 SGR 前

と同様に復水タンクが枯渇する前に復水タンクへの補給を行うこと

ができるため、水源への影響はない。  

 

復水タンク枯渇時間の詳細評価については、添付資料１に示す。  

 

第 2.4 表 蒸気発生器取替え後の復水タンク枯渇時間について  

 ３号及び４号炉  

 取替え前   取替え後  

復水タンク枯渇時間 (時間 ) 約 12.5 約 11.7 
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(2)  燃料への影響  

復水タンクへ補給するための送水車については、送水車を用い

た復水タンクへの補給が可能となった時間からの運転、あるいは

復水タンクの枯渇する時間からの運転を想定して、燃料消費量の

評価を行っている。  

SGR により、送水車を用いた重大事故等の対応手順に変更はな

く、送水車を用いた復水タンクへの補給が可能となった時間に変

更がないことから、消費する燃料の評価に影響はない。  

一方、復水タンクの枯渇する時間からの送水車の運転を想定した

評価においては、 SGR により復水タンクの枯渇時間が早くなるこ

とから、送水車の運転時間が長くなり、結果として消費する燃料が

増える。この燃料消費量の増加が評価に与える影響を第 2.5 表に示

す。第 2.5 表に示す通り、SGR により燃料消費量は約 0.1kl 増加し

た約 459.4kl となるが、高浜発電所構内にある燃料油貯油そうの合

計油量 466kl に対して、その裕度は約 6.6kl である。  

 

今回 SGR により燃料消費量は増加するものの、SGR 前と同様に

燃料油貯油そうの合計油量を下回るため、燃料への影響はない。  

 

 

 

 

第 2.5 表 蒸気発生器取替え後の燃料消費量及び保有油量について  

 ３号及び４号炉  

 取替え前   取替え後  

燃料消費量 (kl) 約 459.3 約 459.4 

燃料油貯油そうの合計油量（kl） 466 
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3号 4号

●蒸気発生器への注水準備（送水車） 1.5時間

　　　　　（現地操作）

●ディスタンスピース取り替え（海水系統～原子炉補機冷却水系統） 1.5時間

　　　　　（現地操作）

●海水系統及び格納容器再循環ユニット通水ライン準備   2.5時間

　　　　　（中央制御室操作）

●海水系統及び格納容器再循環ユニット通水ライン準備   2.5時間

　　　　　（現地操作）

緊急安全対策要員 Ｆ、Ｇ 【2】 【2】 ●大容量ポンプ配備 1.0時間

緊急安全対策要員Ｈ、Ｌ、Ｍ、Ｎ
召集要員

2
【4】

2
【4】

●大容量ポンプ通水ライン準備及びホース接続等 3.0時間

●大容量ポンプ起動及び通水 0.5時間

　　　　　（現場操作）

●使用済燃料ピット注水準備（ホース敷設） 1.7時間

　　　　　（現場操作）

●空冷式非常用発電装置給油作業

　　　　　（現地操作）

●送水車給油作業＆大容量ポンプ給油作業

　　　　　（現地操作）

●予備品海水ポンプモータとの取り替え等

　　　　　（現地操作）

緊急安全対策要員 Ｆ、Ｇ、Ｈ
召集要員

【5】 【5】

【3】

3
【2】

【2】

運転員Ｂ

3
【2】

【3】

【1】

【2】

緊急安全対策要員
Ｌ、Ｍ、N、O、Ｐ

運転員Ｄ
運転員Ｅ

予備海水ポンプモータ取替 緊急安全対策要員等 　- 

使用済燃料ピット注水準備
緊急安全対策要員Ｐ
召集要員

【3】

使用済燃料ピットへの注水は、燃料ピット水位
が3.0m低下する時間（約2.9日後）までに対応
が可能である。

大容量ポンプ準備

緊急安全対策要員
Ｎ、Ｏ、Ｐ

【3】

大容量ポンプによる格納容器内自然対流冷却
は、必要に応じて実施する。

【1】

蒸気発生器への注水準備

蒸気発生器への注水は、復水タンクの水位が
枯渇する時間（約11.7時間）までに対応が可能
である。

緊急安全対策要員 Ｊ

緊急安全対策要員 Ｑ

大容量ポンプによる格納容器内自然
対流冷却は、必要に応じて実施する。

適宜実施

2

【2】

　- 

各機器への給油作業

備考
2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

必要な要員と作業項目
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　経過時間（時間）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　／  　経過時間（日

手順の項目

要員
（作業に必要な要員数）

【　　】は他作業後移動
してきた要員

手順の内容

3日

約11.7時間
蒸気発生器への注水開始（海水）

約2.9日
使用済燃料ピット
への注水開始

約2.3時間毎

約4時間毎

実施後

3名移動
実施後

2名移動

実施後

1名移動

実施後

移動

実施後

1名移動

実施後

3名移動

実施後

2名移動

第 2. 2 図 「全交流動力電源喪失」の作業と所要時間  
（外部電源喪失＋非常用所内交流電源喪失＋原子炉補機冷却機能喪失）  
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蒸気発生器取替え後の復水タンク枯渇時間について 

 

復水タンク枯渇時間の評価に用いる条件を以下に示す。 
(1) 想定する重大事故シーケンス： 

【全交流動力電源喪失＋原子炉補機冷却機能喪失＋RCP シール LOCA】、 
【全交流動力電源喪失＋原子炉補機冷却機能喪失＋RCP シール LOCA が発  

生しない場合】 
(2) 給水温度：40℃ 
(3) 復水タンク枯渇時間評価に用いる、復水タンク水量、および蒸気発生器２次

冷却系冷却において必要な補給水量：第１表の通り。なお、参考として蒸気

発生器取替前の水量も同表に示す。 

 
第１表 復水タンク枯渇時間の評価に用いる水量 

３号及び４号炉 

取替え前 取替え後 

復水タンク水量 V1 ※1[m3] 646 

崩壊熱除去以外に必要な補給水量 V2 
※2 [m3] 

（① ～ ③の合計） 
185.5 209.2 

内

訳 

① 出力運転状態から高温停止状態まで

の顕熱除去に必要な補給水量※3 [m3] 
－15.7 －24.5 

② 高温停止状態から冷却維持温度

(150℃)までの顕熱除去に必要な補給

水量[m3] 
149.6 159.2 

③ 蒸気発生器水位回復に必要な補給水

量[m3] 
51.6 74.5 

崩壊熱除去に使用可能な補給水量 V3[m3] 
（V1－V2） 

460.5 436.8 

※１ 復水タンクの水位低警報値までの有効水量としている。 

※２ 崩壊熱除去以外に必要な補給水量とは、１次冷却材系統を出力運転状

態から冷却維持状態まで冷却するために必要な補給水量を表しており、

具体的には①～③を考慮している。 

※３ 出力運転状態から高温停止状態の間において、蒸気発生器内で蓄熱で

きる熱量を補給水量に換算した値。
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崩壊熱除去に使用可能な補給水量 V3 は、復水タンクの有効水量 V1

（ 646m3）から、崩壊熱除去以外に必要な補給水量 V2（ 209.2m3）を引

いた値から求められ 436.8m3 となる。なお、蒸気発生器取替えでは、

蒸気発生器 2 次側体積の増加に伴い、崩壊熱除去以外に必要な補給水

量 V2 が増加することから、崩壊熱除去に使用可能な補給水量 V3 が減

少している。  

復水タンクの枯渇時間の評価方法については既許可と同様、第 1 図

に示す「 2 次冷却系冷却による崩壊熱除去に必要な補給水の積算量曲

線」を用いて求められる。具体的には、積算量曲線において、積算量が

崩壊熱除去に使用可能な補給水量 V3 に到達する時間を枯渇時間として

おり、蒸気発生後取替後においては約 11.7 時間となる。  

 

 

第 1 図  2 次冷却系冷却による崩壊熱除去に必要な補給水の積算量曲線  

  

復 水 タ ン ク 水 量  V 1 646m 3（ 有 効 水 量 ）  

崩 壊 熱 除 去 以 外 に 必 要 な 補 給 水 量 V 2  

209 .2m 3  

崩 壊 熱 除 去 に 使 用 可 能 な 補 給 水 量 V 3  
436 .8m 3  

復 水 タ ン ク 枯 渇 時 間  
約 11 . 7 時 間  
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設置許可基準規則（第三十七条）抜粋  

 

第三十七条 重大事故等の拡大の防止等  

１  発電用原子炉施設は、重大事故に至るおそれがある事故が発生した

場合において、炉心の著しい損傷を防止するために必要な措置を

講じたものでなければならない。  

２  発電用原子炉施設は、重大事故が発生した場合において、原子炉格

納容器の破損及び工場等外への放射性物質の異常な水準の放出を

防止するために必要な措置を講じたものでなければならない。  

３  発電用原子炉施設は、重大事故に至るおそれがある事故が発生した

場合において、使用済燃料貯蔵槽内の燃料体又は使用済燃料（以下

「貯蔵槽内燃料体等」という。）の著しい損傷を防止するために必

要な措置を講じたものでなければならない。  

４  発電用原子炉施設は、重大事故に至るおそれがある事故が発生した

場合において、運転停止中における発電用原子炉内の燃料体（以下

「運転停止中原子炉内燃料体」という。）の著しい損傷を防止する

ために必要な措置を講じたものでなければならない。  

 


